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自転車の安全
な利用の促進
に関する総合
的かつ計画的
な施策の策定・
実施

自転車の安全
利用に関する
取組を自主的・
積極的な実施
府が実施する

施策への協力

法令の遵守及
び自転車の安
全な利用のた
めの具体的事
項の実践
自転車の定期

的な点検整備
自転車損害賠

償保険等の加
入

府民の自転車
の安全な利用
に関する理解
を深め、安全
利用を促進
府、府民等が

実施する取組
に協力

自転車交通安全教育
の実施等

自転車交通安全教育
の実施等

府民等の自主的な組
織活動の支援

広報及び啓発活動等広報及び啓発活動等 自転車安全利用推進
員の設置

自転車安全利用推進
員の設置

自転車同乗幼児のヘ
ルメット着用等

自転車小売業者によ
る自転車安全利用情
報の説明

自転車利用環境の向
上

府による市町村、学
校、府民等と連携し
た交通安全教育の実
施
学校の長等による交

通安全教育等の実施
自転車交通安全教育

の促進のための支援

自主的な組織活動を
支援するための情報
提供、助言等の措置

自主的な組織活動を
支援するための情報
提供、助言等の措置

交通安全活動団体、
市町村及び府民と連
携した広報及び啓発
の実施
自転車の定期的な点

検整備を促進
自転車保険等の加入

促進

知事が委嘱
推進員による自転車

交通安全教育、広報、
啓発等の活動
推進員の活動が円滑

かつ効果的に行われ
るため必要な支援　

自転車同乗幼児への
ヘルメット着用義務
化
十分な安全性を有す

るヘルメットの普及
を図るため情報提供
等

自転車同乗幼児への
ヘルメット着用義務
化
十分な安全性を有す

るヘルメットの普及
を図るため情報提供
等

自転車購入者に対す
る自転車安全利用情
報の説明義務化
円滑かつ効果的な説

明を促進するための
指導、助言等の措置

自転車購入者に対す
る自転車安全利用情
報の説明義務化
円滑かつ効果的な説

明を促進するための
指導、助言等の措置

国、市町村及び府民
と連携し、自転車に
係る利用環境の向上
を図るための必要な
措置

国、市町村及び府民
と連携し、自転車に
係る利用環境の向上
を図るための必要な
措置

自転車安全利用促進
計画の作成等

自転車安全利用促進
計画の作成等

知事が作成
自転車交通安全教育

に関する事項
広報及び啓発に関す

る事項
利用環境整備に関す

る事項

知事が作成
自転車交通安全教育

に関する事項
広報及び啓発に関す

る事項
利用環境整備に関す

る事項

府民の自転車
の安全利用に
関する理解を
深め、地域に
おける自転車
の安全利用に
関する取組を
積極的に推進

目的

施策

府 交通安全活動団体自転車利用者 自転車小売業者 府民

役割
責務

府、自転車利用者等の責務・役割の明確化
自転車の安全な利用の促進に関する基本的な事項の規定

自転車の安全な利用の促進に関する施策の総合的かつ計画的推進

自転車に関する事故の防止
自転車の秩序ある利用の推進
自転車を安全かつ快適に利用できる環境の形成


